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農業生産基盤整備

２．農業農村整備事業の概要１

農業生産基盤整備

・農業生産に必要な水や
農地の確保

農業水利施設の整備・更新

農地の整備

農村整備

・農村の定住条件の確保農村の定住条件の確保

農道の整備

農村の生活環境の整備

中山間地域の総合的整備

農地等保全管理

中山間地域の総合的整備

農地等保全管理

・農地や水の保全と農村
地域の生命や財産を保全
・土地改良施設の管理

農地等の防災保全

施設の維持管理
１



○農業農村整備事業は、農業生産の基盤と農村の生活環境の整備を通じて「農業の持続的発展」「農村の振
興 「食料 安定供給 「多 的機能 発揮 と う食料 農業 農村基本法 基本理念 実現を図る

（ 参考 ）食料・農業・農村基本法での位置付け

興」「食料の安定供給」「多面的機能の発揮」という食料・農業・農村基本法の４つの基本理念の実現を図る
ための施策。

食料・農業・農村基本法

食料の安定供給の確保 多面的機能の十分な発揮

【食料・農業・農村基本法（農業生産の基盤の整備）】
第二十四条 国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、こ

食料の安定供給の確保
・良質な食料の合理的な価格
での安定供給
・不測時の食料安全保障

多面的機能の十分な発揮
・国土の保全、水源のかん養、
自然環境の保全、良好な景観
の形成、文化の継承等

れらの有効利用を図ることにより、農業の生産性の向上を促進するため、地
域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨と
して、農地の区画の拡大、水田の汎用化、農業用用排水施設の機能の維持増
進その他の農業生産の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。

農業の持続的な発展
農地 水 担 手等 生産要素

【食料・農業・農村基本法（農村の総合的な振興）】
第三十四条 国は、農村における土地の農業上の利用と他の利用との調整に
留意して、農業の振興その他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推
進するものとする。

２ 国は、地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで
住みよい農村とするため 地域の特性に応じた農業生産の基盤の整備と交通

・農地、水、担い手等の生産要素
の確保と望ましい農業構造の確立
・自然循環機能の維持増進

住みよい農村とするため、地域の特性に応じた農業生産の基盤の整備と交通、
情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総
合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。

【食料・農業・農村基本法（中山間地域等の振興）】
第三十五条 国は 山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件

農村の振興
農業の発展の基盤として

・農業の生産条件の整備

第三十五条 国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件
が悪く、農業の生産条件が不利な地域（以下「中山間地域等」という。）に
おいて、その地域の特性に応じて新規の作物の導入、地域特産物の生産及び
販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の
整備による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行わ
れるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等に

・生産環境の整備等福祉の向上

２

れるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等に
より、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。



○ 土地改良法に基づいて実施される農業農村整備事業は、農家の申請と同意に基づき、受益者に一定の負
担を求めて実施する仕組み

２．事業のための手続き２

担を求めて実施する仕組み。

○ 都道府県、市町村との所要の調整等を了するとともに、第三者である学識経験者等の調査報告を得た後
に公告 縦覧を行うなど、開かれた手続を経て事業を実施。

（ ）申請主義 意主義

【農家の申請・同意に基づき、関係者の意向を反映】
土地改良事業は、原則として、受益農業者の申請、同意

に基づき実施。

社会資本の形成を行うものであるが 農業者の私的財産で

（１）申請主義、同意主義

農
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益

（ 計 計
画

・事業実施の仕組み（国営の場合）
社会資本の形成を行うものであるが、農業者の私的財産で
ある農用地の利用関係等に影響を及ぼし、農業者の負担も
あるため。
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より事業を実施するとともに、受益者に一定の負担を求める。

土地・水系のつながりにより一定の地域内の土地を事業受
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益地に取り込む必要があるため。

国 都道府県 市町村 農家

国営 かんがい排水 67% 17% 6% 10%

○ 費用負担のガイドライン（内地、主な事業）
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民
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（３）地域の意向を踏まえた事業計画の策定 見直し

国営 かんがい排水 67% 17% 6% 10%

県営
かんがい排水 50% 25% 10% 15%

経営体育成基盤整備 50% 27.5% 10% 12.5%

国県営事業の計画概要について、市町村長と協議するととも

に、地域住民を含め広く意見を聴取する仕組みを法制化。

（３）地域の意向を踏まえた事業計画の策定・見直し

３



（参考）事業の仕組み

○ 農業農村整備事業は、事業の規模や性格に応じて、国（国営事業）、都道府県（都道府県営事業）、市町村、土地改良区
等（団体営事業）の主体が役割分担して実施等（団体営事業）の主体が役割分担して実施。

【事業主体区分の概念図】 【採択基準及び負担区分（農林水産省）】

事業名 事業主体 受益面積幹線用水路

幹線分水工

頭首工国営実施範囲

かんがい
排水事業

国
３，０００ha以上
（畑かんは１，０００ha以上）

幹線分水工
（用水機場）

排水事業

県
２００ha以上
（畑かんは１００ha以上 ）

経営体育成
基盤整備事業

県 ２０ha以上河
川

支線用水路
(県営実施分)

４



（１）農業水利施設の概要
食料生産の基盤である農業用水の安定的供給や洪水による農業被害を防ぐための排水等のため、ダム、頭首工、

用排水路 用排水機場等を整備

４．農業水利施設の整備、更新３

●頭首工 ●用水路

用排水路、用排水機場等を整備。
これらは、食料の安定供給とともに、流域内での水循環を支えるなど多面的機能の発揮にも貢献。

ダム

頭首工を整備することにより、河
川から農業用水を安定的に取水

幹線用水路
頭首工

ダムや頭首工から取水した農業用
水を下流の受益地まで配水

支線用水路

末端排水路

排水ポンプ場

●排水路
●排水ポンプ場

支線排水路

排水ポンプ場

幹線排水路

ほ場整備による末端水路の整備

河川や海面より低い農地内の水を
排水ポンプ場で汲み上げて排水

排水路の整備により、水田転作農
作物等への排水不良による被害を
防止

事業の規模等に応じて、直轄事業及び
補助事業を重層的に実施

５



（２）農業水利ストックの状況

○全国の農業用水路の延長は約４０万ｋｍ、農業生産に不可欠なストックを形成。

○その資産価値は約２５兆円に達しており、これらの農業水利ストックの適切な保全管理と適時の更新が必要。

農業水利ストック全国の基幹的農業用用排水路

・我が国の農業を支える「基幹的な農業水利施設」の資産価
（参考）

約 ０万

○その資産価値は約２５兆円に達しており、これらの農業水利ストックの適切な保全管理と適時の更新が必要。

値は、全国で約25兆円（H14.3時点再建設費ベース）

・食料の安定供給と共に、農業・農村の有する多面的機能を
維持していくため、順次更新を迎える農業水利ストックの
適切な保全管理と適時の更新が必要

鉄道 20,050㎞

資料：一般国道は「道路ポケットブッ
ク2003」国土交通省（Ｈ15.11）

一般国道 21,828㎞農業用水路
約４０万km

（地球約１０周分）

うち基幹的水路 約４万７千km

基幹的施設

（頭首工等）
約７千カ所

ク2003」国土交通省（Ｈ15.11）
鉄道は「数字でみる鉄道2003」

国土交通省（Ｈ15.10）
注：鉄道はＪＲ（旅客線のみ）の線

路延長

注：基幹的水路とは、末端支配面積
が100ha（東京ドーム20個分）以上
の水路

（頭首工等）

凡 例

農地等 水路

水田 用水路

畑 排水路

更新整備した水路老朽化し、側壁が倒れ
かかっている幹線水路

600

耐用年数を迎える農業水利施設数の推移

畑 排水路

貯水池
頭首工
揚水機場など

排水機場など

300

400

500

施
設
数

増加

0

100

200

施

■ 施設数
5年の移動平均

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
年

注１：基幹的農業水利施設とは、受益面積100ha以上のダム、頭首工、用排水機場、水路等の施設
注２：上表は、土地改良事業の経済効果算定に用いる標準耐用年数を用い、耐用年数に達したもの

は更新されるものとして作成
資料：「基幹水利施設整備状況調査」及び補足調査による推計（平成14年３月時点） ６



（参考）老朽化による施設の破損事例

 

継目損傷により漏水したサイホン堤体が決壊し漏水したため池 継手部が破損し水が噴出したパイプライン継目損傷により漏水したサイホン堤体が決壊し漏水したため池

ライニングが崩落した水路トンネル流水による侵食が著しい頭首工 管の破損に伴う漏水により道路が陥没

７
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